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１０月の花 サフラン 
アヤメ科クロッカス属 花言葉 『陽気』『喜び』『歓喜』 

 サフランは 10～11 月の秋に紫色のかわいらしい花が咲きます。パエ
リアを鮮やかな黄色に色付けしてくれますね。サフランには気分を明
るくするという効能がありますので、明るい意味の花言葉が付けられ
ました。日本には江戸時代末期に伝わり、日本国内では明治時代から
栽培が盛んになりました。現在では、日本国内で栽培されるサフラン
の約 90%が大分県竹田市で栽培されています。ギリシャ神話では、花の
女神フローラが仔羊たちが心地よく昼寝を楽しめるように秋に咲く最
後の花としてサフランを咲かせ、仔羊のベッドにしてあげた、と伝え
られています。きっとグッスリと眠ることが出来たでしょう。 

 

 
「DIY 型賃貸借」という言葉を聞いたこ

とはありますか？DIY とは「専門業者では

ない人が行う自作や修繕のこと」で英語の

Do It yourself の略語です。DIY と聞くと

お父さんがお休みの日に犬小屋を作るとい

う日曜大工を想像

するかもしれませ

ん。ところがこの

言葉、これからの

賃貸業界では違う

意味を持つことに

なります。なぜか

と言うと、国土交

通省が昨年の平成

28 年 4 月に「DIY

型賃貸借に関する

契約書式例」と、

DIY 型賃貸借の活用にあたってのガイドブ

ック「DIY 型賃貸借のすすめ」を作成して

公表したので、賃貸業界にも徐々に浸透す

ると予想されるからです。 

国土交通省の唱える DIY 型賃貸借の定義

は、「賃貸住宅において借主（入居者）の意

向を反映した改修を行うことができる賃貸

借契約やその物件のこと」となっています。

更に、改修工事の費用を負担するのは「誰

かを問わない」とされていますので、入居

者さんが費用を負担して工事することも想

定されています。つまり、古くなった物件

でも、大家さんが費用をかけないで DIY し

て貸し出すことが可能です。しかも「自分

たちの希望が反映された住宅に住みたい」

というお客様が一定割合は増えていくこと

がアンケート結果で想定されていますので、

需要も見込めそうなのです。 

国土交通省が DIY 型賃貸借を進める背景

の１つに、日本全国で空き家問題が深刻に

なってきたことが挙げられます。空き家が

「親族間の問題などで売るに売れない、で

もリフォームに費用はかけられない」とい

う理由で放置されている現状を解決するた

めに作られました。 

賃貸管理 
賃貸経営で収益を増やすための 
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実際に、私たち不動産会社にも「誰も住

まなくなった実家を貸したい」というご相

談は増えてきていますが、大きな一戸建て

を貸すために、今の一般的な賃貸住宅のレ

ベルまでリフォームしようとすると、壁紙

を張り替え、修繕が必要な部分の床張り替

えや設備交換などを行うと、大抵は見積も

り金額が 100 万円を軽く超えてしまいます。

まずこの見積もり金額にビックリされてし

まいます。人に家を貸すのに「そんなにお

金がかかるとは

想定外」のため、

そこでご親族同

士の話し合いが

始まってしまい、

なかなか「リフ

ォ ー ム し て 貸

す」という結論

が出ないことは

実際良くあることです。 

そういう現状を踏まえ「DIY にかかる工

事費を住む人にも負担してもらえるように

し、その代わり家賃を安くして貸す。」とい

うためのルール作りをしようということで、

国土交通省が DIY 型賃貸借のガイドブック

や契約書式例を作成したのです。 

ここまで読まれると「これは古くなった

一戸建ての空き家で困っている所有者のた

めの制度」と思うかもしれませんが、実は

既存の賃貸物件でも大いに活用出来る可能

性に満ちています。 

さて現実には、これらが作成されてから

1 年以上経ちますが、実際の不動産賃貸の

現場ではあまり利用されていません。 

なぜだと思われますか？ 

いくつかの理由が考えられます。 

ＤＩＹ賃貸には知識も必要！？ 

一つ目は、募集の問題です。大手ポータ

ルサイトの suumo が、募集サイトの項目に

「DIY 可能」というチェックボックスを作

ったことで、少しずつ DIY 可能物件の登録

件数は増えているものの、まだ一般に浸透

しているとは言えず、もう少し時間がかか

りそうです。 

二つ目は、大家さんや私たち不動産業者

の知識が不足していることです。この制度

を利用するには、DIY の内容や明渡し時の

原状回復の問題といった細かなルールを、

貸主と借主が正確に認識して合意しておく

必要があります。そうでなければトラブル

ばかりが増えてしまいます。そうならない

ために国交省の制度では、借主が希望する

DIY の内容を貸主に示して、それを貸主が

承諾して合意書を取り交わす方式を取るこ

とになっています。 

工事の知識も必要になります。入居希望

者から DIY 工事の申請が有ったとして、そ

れが簡単な工事なら良いですが、棚を取り

付ける場合は「重さに耐えられるか」とか、

大家さんや不動産会社に建築や工事の知識

がないと、承諾して良いものかどうか悩ん

でしまう、という点があります。また、シ

ックハウスや防火の観点など、賃貸住宅に

は守るべき決まりが有りますので、それに

違反しない工事かどうかの判断も大切です。

それらの知識に自信がないと「DIY 型賃貸

は難しそうだからやめておこう」となって

しまうと思います。これらの課題について

は、本誌の中で今後もレポートさせていた

だく予定です。 

国も進めようと

している DIY 型賃

貸借ですし、古い

物件でも費用をか

けずに貸し出せる

アイディアですか

ら、うまく運用す

れば空室対策にも

なりそうです。芸

能人が住居を DIY

する番組も人気を

博しています。DIY のための道具や材料を

売っているお店にも、昔と違って若い女性

が多く訪れていると聞きます。書店にも

DIY 関連の本がたくさん並んでいます。賃

貸住宅に住む若い層はそうやって色々なと

ころから情報を得ていますので、潜在的な

ニーズは高まっています。私たちも今後の

DIY 型賃貸借の動きに注目していかなけれ

ばチャンスを逃してしまうかもしれません。 

そうならないための準備運動として、ま

ずは、国土交通省のホームページの、DIY

型賃貸借の活用にあたってのガイドブック

「DIY 型賃貸借のすすめ」をご覧になって

はいかがでしょうか。国のお仕事にしては、

写真が豊富でおしゃれなガイドブックにな

っていて、初めて読む人にも分かりやすい

と思います。 
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今回は「生き物」が主役です。トラブル

の原因が人間なら話し合いで解決もできま

すし、物なら修理や交換ができます。しか

し生き物は、説得はできず固定されている

訳でもないので、やっかいな問題です。 

今回のご質問のような居室内のゴキブリ、

ダニ等の問題に関しては、まずは入居者さ

んにご対応いただくことが原則です。でも、

大量発生とか、対処後も改善されないとき

は入居者さんに任せておくと、物件に対す

る不満から退去へ発展する可能性が高くな

ります。健康被害で訴えられるリスクもあ

りますので、管理会社や大家さん側での対

応が必要となります。程度によっては専門

業者に依頼することも検討してください。

では、せっかくのご質問ですので「それ以

外の生き物」への対応にも言及しておきま

しょう。 

居室内は入居者側

での対応が原則です

が、共用部分は大家

さん側で対処する必

要があります。共用

部分で多いのは「ハ

チの巣」や「鳥の巣」

に対する苦情ですが、特に「ハチの巣」は

危険ですので、「入居者さんでお願いしま

す」と言う訳にはいきません。もし刺され

てしまった場合には、大変な事態になって

しまいます。 

経験上で多いのは「アシナガバチ」です

が、私の場合は「マグナムジェット」とい

う飛距離 10 メートルのスプレー式殺虫剤

を常備して対処しています。コツを掴むと、

ハチの殲滅から巣の撤去・清掃まで 10 分も

掛からず完了できます。しかし、巣が高い

ところにある場合や、相手が「スズメバチ」

等のケースでは専門業者に対応してもらっ

てください。このスズメバチに関しては行

政が費用負担をしてくれる場合もあります

ので、確認してみてください。 

一方で「鳥の巣の撤去」には「ハチの巣

の駆除」と違って難しい面があります。ツ

バメなどが共用部分に巣を作った場合に

「フンが落ちてくるので何とかしてほし

い」という要望が寄せられますが、その場

合は、卵を生む前であれば巣を撤去できま

す。しかし、ヒナがいる場合は生き物です

し「野鳥を殺す行為」になって鳥獣保護管

理法に抵触する事になりますので「巣立つ

まで待ってあげまし

ょう」と入居者さん

に理解いただくこと

になります。ただ、

フンが落ちるので困

っていますから「フ

ン落下防止の板」な

どを付けて対応することになります。 

このような「目に見えるタイプの生き物」

は要望をいただいて対応出来ますが、共同

住宅で困るのが「シロアリ」の被害です。

アパートは、新築時にシロアリ予防の処理

をしていますが、薬剤の保証期間が 5 年な

のに対して、定期的にシロアリ予防の消毒

をしている大家さんはほとんどいません。

各部屋の床下が基礎で仕切られていて、世

帯数の多い物件では消毒施工に手間がかか

るので、シロアリが発生したら対応すると

いう「受け身」の姿勢になってしまうので

しょう。室内の事は入居者さんが一番良く

知っているのですが、床が凹んだり羽アリ

が発生しても連絡くれない入居者さんもい

ますので、シロアリの消毒は定期的に行っ

た方がいいですね。 

このように、入居者さんが不快な思いを

するだけではなく、刺されてケガをしたり

建物が劣化する原因となる「生き物」への

対応は、小さな話が大きな損害に発展して

しまうこともありますので、しっかりと対

応してください。 

Ｑ．私のアパートの住人が「部屋にゴキブリやダニが出るので何
とかしてほしい」と苦情を言ってきました。 
大家としては、どのように対処すれば良いのでしょうか？ 
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亡くなられた（甲）さんは、長女（Ａ）、長

男（Ｂ）及び二女（Ｃ）と同居してアパー

ト経営をしていました。次男（Ｄ）は結婚

して別所帯でした。預金通帳の管理は、ほ

とんどを(甲）さんが行っていたので、相続

人の皆さんは取引金融機関や生命保険契約

のことは詳しく知りませんでした。 

財産調べを進めていた時に長男（Ｂ）が、

私が事前に渡したチェックリストの中の以

下の文を見て相談してきました。 

①契約者が(甲）さんで、被保険者が

(甲）さん以外の者である場合と、 

②契約者が（Ａ）さん達で、保険料を

(甲）さんが負担していた保険契約につ

いては相続財産になります。 

その相談とは、「郵便局の簡易保険で契約

者が私達で保険料を母（甲）が払っていた

ものがありますが、申告しないとダメです

か？郵便局の人が母に「毎年の保険料を贈

与していたと言えばよい。」と話していたの

を覚えているのですが・・・」という内容

です。私は「当初の契約時に“保険料を毎

年贈与する旨の贈与契約書”を作成してい

るか、保険料支払時に“お母さまから皆さ

んへ保険料を支払った（贈与した）との報

告”があり、それを皆さんが認識していま

したか？」と尋ねました。贈与契約書もな

く認識もしていなかったようなので、キチ

ンと相続税の申告に載せることとしました。 

それから、私（税理士）宛てに税務調査

の通知があったので調査の前に打ち合わせ 

をしました。その際に、長男（Ｂ）が「実 

は私と弟が１０年ほど前に２００万円ずつ

定期預金をしてもらいまし

たが、言いずらくて・・・」

と話してくれました。（長女

（Ａ）と二女（Ｃ）には内

緒だったようです） 

私は「では、調査の際に

その定期預金の証書を準備

しておいて、贈与を受けた

旨を調査官に話して下さい」と進言してお

きました。※なお申告期限から７年以上経

っているので“時効”になります。 

調査の当日に調査官の一人が、簡易保険

の証券と申告書や調査資料とチェックをし

ている際に、長男（Ｂ）が「この保険は申

告しないとダメですよと、谷口先生から言

われたので・・・』と言うと調査官は「そ

うですよ、申告がなかったら大きな問題(申

告漏れの追及）になっていましたよ」と笑

みを浮かべて答えておりました。 

もう一人の調査官が「過去にお母さまか

ら贈与を受けたことはありませんか？」と

発言したので長男（Ｂ）が「定期預金があ

ります」と答えると、調査官が「どちらの

銀行ですか？」と返し、（Ｂ）が「○○銀行

です」と申告すると調査官から「それは△

△支店ですね」と確認の答えが返ってきま

した。調査官は「それなら結構です」と言

って調査は無事終了しました。税務署は調

べてきた事を回りくどい質問の仕方で「確

認」するのです。もし長男（Ｂ）が「贈与

など受けてません」と答えたら、定期預金

は名義預金として相続財産に加算（？）さ

れていたことでしょう。 税理士・谷口賢吉  


